
 

 

 

平成２６年３月３１日策定 

  令和５年３月改訂 

１ いじめ防止に向けた学校の考え方 

 （１）いじめの定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）学校いじめ防止基本方針の目的 

   いじめはすべての児童に起こりうる最も身近で深刻な人権侵害案件という事実を踏まえ、児 

童の尊厳が守られ、いじめに向かわせないための未然防止にすべての教職員が取り組む。すべ

ての児童が安心して学校生活を送ることができるように児童の健全育成を図り、いじめを許さ

ない子ども社会の実現を目指し、基本方針を策定する。 

  

（３）いじめを防止するための基本的な方向性 

  いじめを防止するための基本的な方向性として以下の３つに重点をおいて取り組むことと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市立豊田小学校いじめ防止基本方針 

【いじめの定義】 

法第２条にあるように、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校

に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的

な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為

の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 

※いじめの定義に係る用語の解釈及び留意点については「国の基本方針」を参照 

① いじめの未然防止 

日々の教育活動全体を通して、授業改善や豊かな心の育成に努め、いじめが起きにく

い学校風土、学級風土づくりを目指す。 

 

② 早期発見・早期対応 

   日頃から、児童の状況をよく見て、全職員で情報を共有し、いじめにつながる事柄の

察知に努めるとともに、察知した情報の伝達方法、対策方針決定の組織を定め、組織的

に対応をしていく。 

 

③ 適切な対処・措置 

   家庭での様子も確認するために、保護者との連携をとりながら学校で組織的に対応す

る。必要に応じて、各関係機関や専門家との連携も図る。 



２ 組織の設置及び組織的な取組 

 （１）「いじめ防止対策会議」の設置  

    いじめ防止等の対策のための組織「いじめ防止対策会議」を設置する。 

 

 

 

 

 

 （２）「いじめ防止対策会議」の役割・年間計画   

いじめ防止年間活動計画 

月 いじめ防止対策会議 心と安全部会 授業・活動 保護者地域との連携 

４ 
・
毎
月
一
回
い
じ
め
に
か
か
わ
る
事
案
報
告
・
方
針
・
対
応
決
定
・
い
じ
め
に
か
か
わ
る
事
案
発
生
時
は
緊
急

開
催 

・
毎
月
二
回
学
校
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
教
育
相
談
・
必
要
に
応
じ
て
関
係
機
関
と
の
連
携 

年間活動計画 生活目標確認 

豊かな心の育成計画

作成 

あいさつ運動 登下校パトロール 

 

５ 

学級・学年の実態情報交換 

児童の情報交換 

☆いじめ早期発見のための生活ア

ンケート（記名式アンケート・教育

相談） 

児童理解研修会① 

 

なかよしタイム開始 家庭訪問 

ＰＴＡ総会 

 

６ 

学級・学年の様子報告・検討 

Y-Pアセスメント① 

 スピーチコンテスト 防犯パトロール会議 

豊田中ブロック学家地連  

まち懇 ＴＳＣ総会 

７ 

☆各学級で自分づくりパスポート

記入 

横浜プログラム研修

会① 

とよだ元気会議① 

サイバー教室 地区懇談会 

個人面談 

８ 夏季休業中の様子報告 人権研修会  夏祭り 

９ 学級・学年の様子報告・検討 人権教育指導計画検討   

10 
前期振り返り なかよしハイキング

計画 

運動会  

11 

Y-Pアセスメント② なかよしハイキング 

横浜プログラム研修

会② 

なかよしハイキング 

人権教育 

 

オープンスクールデ

ー 

地域防災訓練 

12 

☆「いじめ解決一斉キャンペーン」

いじめ早期発見のための無記名式

アンケートの実施・教育相談 

☆自分づくりパスポート記入 

児童理解研修会② 

 

人権週間 

ユニセフ募金 

個人面談 

 

１ 
学校づくりアンケートの実施→聞

き取り→面談 

 なかよしタイム引き継ぎ  

２ 

学級・学年の様子報告・検討 とよだ元気会議② 

なかよしタイム振り

返り 

 パトロール隊感謝の会 

３ 

年間の振り返り  

☆自分づくりパスポート記入  

引き継ぎ内容確認 

年間の振り返り なかよしタイムお別れ会 まち懇 ＴＳＣ総会 

※☆の部分は、児童に直接いじめに関するアンケートを実施し、気になる回答をした児童には聞き取りを

し、児童（場合によっては保護者）と面談する。 

 

【いじめ防止対策会議】 

全職員で、月に一度行う。様々な配慮が必要な児童について、支援の仕方を共通理解す

る。いじめにかかわる事柄について確認し、対策について話し合い、組織的に対応する。 

 《構成メンバー》校長、副校長、教務主任、児童支援専任をはじめ全職員 

         必要に応じて心理や福祉の専門家、SCや SSWの参加を求める。 



３ いじめの未然防止及び早期発見のための基本的な方向性 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）いじめ未然防止への取組 

豊かな心を育成し、いじめが起きにくい学校風土、学級風土づくりへの取組 

 

 

 

 

  
基本的な 

生活習慣の

定着 

落ち着いた学

校生活を送り

ます。 

なかよしタイム 

・６年生の自主性

主体性の育成 

・低学年のことを

意識した活動

計画、実践 

・グループ内での

協力 

・なかよしハイキ

ング 

・引き継ぎ式 

・なかよしタイム

お別れ会 

体験学習 

・公共の場所での

マナー 

・お世話になる方

へのあいさつ、

感謝の気持ち 

・体験的学習を通

して達成した

喜びの実感 

自己有用感

の向上 

自己を深く見

つめ、自分を大

切にし、生かし

てよりよく生

活しようとす

る気持ちを育

てます。 

生活目標 

・あいさつをしよう、時間を守ろう、廊下を歩こう、の三本柱の

年間を通した取組 

児童会活動と

関連した取組 

・あいさつ 

 運動 

・活動での役

割分担 

・全校集会 

・ペア学年で

の集会 

・１年生を迎

える会 

・６年生を送

る会 

・児童会テー

マ・マスコ

ット決め 

・募金活動 

・全校が仲よ

くなる活動 

・全校を意識

した活動計

画・話合い・

実践 

道徳教育 

・道徳的見方・考え方・感じ方 

・道徳の授業を通して、行動と

価値の結び付け 

・自己を深く見つめ、よりよく

生きようとする意識の向上 

豊かな心の育成の具体的取組 

委員会活動 

・学校生活を向上の取組 

・委員会発表・委員会紹介 

 

クラブ活動 

・異学年によ

る活動 

・自分たちの

思いや願

いを生か

した活動

設定 

思いやりの

あるかかわ

り 

互いを理解し

合い、相手を思

いやる心を育

みます。 

人権教育 

・福祉体験 ・人権週間 

地域との連携 

・TSCの支援協力 

幼保小交流 

・幼稚園・保育園生との交流 

朝会 

・話の聞き方・学校としてのめざす姿・説話 

各教科・領域の授業 

特別活動 

・学級活動年間計画の作成 

・学級・学年での集会活動 

・係活動 

学校行事 

・始業式 

・入学式 

・卒業式 

・避難訓練 

 

・遠足 

・体験学習 

・修学旅行 

 

 

・運動会 

 

 

 

 

総合 

・主体的な取

組 

・問題解決学 

 習 

・TSC・地域・

保護者の方

の協力 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 重大事態への対処 

   重大事態と思われる案件が発生した場合には、直ちに教育委員会に報告するとともに、速やかに

対処する。また、同種の事態の発生の防止に資するために行う。 

  いじめを受けた児童や保護者の気持ちに寄り添いながら、調査によって明らかになった事実関係や

対応、指導を必ず報告する。 

 

５ その他 

  必要があると認められた際には、学校基本方針を改定し、改めて公表する。 

（３）いじめの早期発見 

いじめ早期発見に向けての手立て 

   ・全職員で児童の見守り、日常的な観察 

   ・学年研、ブロック研での情報交換 

・自分づくりパスポート、いじめアンケートによる個々の状況把握、教育相談の実施 

（２）いじめに対する措置 

速やかに事実を確認し、解決へ向けての方針を決めて、対処する。 

   ・組織的な対応の徹底（いじめ防止対策会議） 

   ・被害児童及び保護者への支援、加害児童及び保護者への指導・支援 

   ・警察等専門機関との連携 

（４）研修 

教職員に対して、いじめ防止、児童理解等の研修を定期的に実施する。 

   ・５月  児童理解研修① 

   ・７月  横浜プログラム研修① 

・８月  中学校ブロックによる人権研修 

   ・１１月 横浜プログラム研修② 

   ・１２月 児童理解研修② 

（５）地域との協議会の活用 

保護者や地域住民が学校運営に参画する会議等を活用し、いじめの問題など、学校が抱え

る課題を共有し、地域ぐるみで解決する仕組みづくりを推進する。 

・まちとともに歩む学校づくり懇話会 

・豊田小学校地域支援本部（ＴＳＣ） 

・中学校区学校・家庭・地域連携事業 


